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１ 委託業務名 

青森市選挙人名簿管理システム標準化対応業務 

 

２ 業務目的 

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和 3年法律第 40号）」および「地方公共団体情報シ

ステム標準化基本方針」に基づき、標準化基準に適合した選挙人名簿管理システムへの移行を実施するもの。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和 9年 3月 31日まで 

 

４ 委託業務の概要 

４．１ 基本方針 

本業務では、ガバメントクラウド上に構築される国が公表する基本方針・標準仕様書等に適合した標準準

拠システムへ移行するものである。 

なお、原則として、稼働時点で適合が必要となる実装必須機能の実装及びガバメントクラウド利用基準に

準拠することを求める。 

国が公表する基本方針・標準仕様書、ガバメントクラウド活用のための資料等については。デジタル庁、

各省庁がホームページで公開している仕様書等を確認すること。 

 

４．２ 選挙人名簿管理システムの概要 

本業務の調達範囲は、以下のとおり。当日投票管理システムは導入していないため、今回の調達範囲とは

していないが、サブユニット毎の導入が不可能の場合、又は、稼働後の追加導入の可否について、企画提案

書に記載すること。        

 

【調達範囲】 

     

【現行システム】 

 

  

サブユニット 概要 対象システム 

選挙人名簿管理 選挙人名簿に関する記録の管理、及び選挙人名簿に関する事務 対象 

期日前・不在者投票管理 
期日前投票・不在者投票に関する記録の管理、及び期日前投票・

不在者投票に関する事務 
対象 

当日投票管理 当日投票に関する記録の管理、及び当日投票に関する事務 対象外 

在外選挙人名簿管理 在外選挙に関する記録の管理、及び在外選挙に関する事務 対象 

導入・運用保守事業者 製品事業者 製品名 

富士通 Japan株式会社 行政システム株式会社 Probono選挙投票管理システム 
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４．３ スケジュール概要 

本業務のスケジュール概要は、以下のとおり。本市の計画では、令和 9年 1月 4日稼働を予定としている

が、業務特性及び住民基本台帳システムとのデータ連携等を踏まえて、最適なスケジュールを提案すること。

また、稼働時期については、解散総選挙等の突発的な事象に対し、スケジュールの調整に応じること。 

 

スケジュール立案にあたっての留意事項は、以下のとおり。 

（１） 移行計画に当たっては、現行システムからのデータ移行、住民記録システムとの連携テスト等が必要となる

ため、現行システム事業者、住民記録システム事業者との調整・協議に応じること。 

（２） 連携仕様については、５.３データ要件・連携要件を参照のこと。 

 

４．４ 作業概要 

本業務の作業概要は以下のとおり。 

受託事業者は、作業概要を踏まえて、契約締結後、速やかにプロジェクト実施計画を作成し、作業内容、

スケジュール等について本市と合意の上、作業を進めること。 

作業項目 

（大項目） 

作業項目 

（中項目） 
作業概要 

プロジェクト管理作業 プロジェクト計画・管理 プロジェクト計画書を策定し、本業務遂行にあたって、必

要なスキル及び経験を有するメンバーを配したプロジェ

クト体制を整えること。また、進捗管理、課題管理、品質管

理、成果物管理等の適正なマネジメントを実施し、本市へ

定期的に報告すること。 

要件定義作業 提供範囲 提供する標準準拠システムの各機能について、標準化基

準の適合性、標準オプション機能の提供範囲、経過措置

となる機能等を確認すること。 

業務要件・システム要件

の設計 

本市が利用するにあたっての業務要件、システム要件を

検討・決定すること。 

文字コード・データ移行

等に関する作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字コード 行政事務標準文字とする。なお、経過措置を適用する場

合は、提供システムで利用する文字セット、文字コード、

経過措置期間等を示すこと。また、経過措置期間であって

も、標準化対象業務システム間の連携は、行政事務標準

文字とする。 

データクレンジング 現行システムのデータクレンジングについては、現行シス

テム側が実施するため委託範囲外とするが、内容により

標準準拠システムへ移行後に修正することが合理的な場

合は、調整・協議に応じること。 

データ抽出 現行システムからのデータ抽出は、現行システム事業者

が実施するため委託範囲外とするが、移行データの内

容、形式等については、現行システム事業者との調整・協

議に応じること。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

選挙人名簿管理システム

住民基本台帳システム

令和8年度

現行システム稼働

★R9.1.4稼働予定
標準準拠システム環境構築・移行作業

現行システム稼働

標準準拠システム環境構築・移行作業
★R9.1.4稼働予定
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文字コード・データ移行等

に関する作業 

データ移行 データ移行計画書を策定し、必要となるデータ移行ツー

ル等を開発すること。また、現行システムから抽出された

データを元に標準準拠システムへのデータ移行及びデー

タ検証を行うこと。 

環境構築に要する作業 ガバメントクラウド等の

稼働環境設定 

ガバメントクラウド上に、本市で利用する標準準拠システ

ム環境の構築・初期設定を行うこと。 

標準準拠システム利用

に必要な初期設定 

業務要件・システム要件の設計作業で決定した設計内容

を基に初期設定すること。 

ガバメントクラウドネット

ワーク環境との接続設

定及び庁内ネットワーク

環境と接続テスト 

本市が提供するガバメントクラウド上のネットワーク環境

と接続設定を行うこと。また、庁内ネットワーク環境からの

接続確認を行うこと。 

テスト・研修に要する作業 システム運用テスト 

（連携・運用） 

標準準拠システム稼働に係るシステム運用テスト及び他

システムとの連携テストを実施すること。また、連携テスト

にあたっては、事業者との調整・協議に応じること。 

適合性確認 本市が提供システムの適合性確認を実施する際に、支援

を行うこと。 

操作研修・運用引継ぎ 職員が操作するために必要な手順書等（操作マニュア

ル）を作成及び操作研修を行うこと。 

また、システム運用業者が運用業務を遂行する上で必要

となる手順書等（運用マニュアル）の作成とシステム

運用業者へ引継ぎすること。 

システム移行作業 移行計画 システム移行計画書を策定すること。 

移行リハーサル システム移行計画書に基づいたリハーサルの実施、本

番移行時の作業計画を検証すること。 

本番移行 システム移行計画書に基づき、本番移行の準備、標準

準拠システムへの移行を行うこと。 
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４．５ 納品成果物 

納入品は次のとおり。それぞれの記載方法及び体裁、納入期日等については別途協議する。 

 

５ システム要件 

５．１ システム環境要件 

 本市が計画するシステム全体構成の概要は、以下のとおり。 

 

作業項目 成果物 数量等 

プロジェクト管理作業 

プロジェクト計画書 

データ移行計画書 

リハーサル計画書 

システム移行計画書 

進捗報告書・課題管理表 

会議議事録 

紙媒体   １部 

電子媒体  １部 

要件定義作業 要件定義書 
紙媒体   1部 

電子媒体  1部 

基本設計 

業務運用設計書 

システム運用設計書 

システム構成図 

システム構成サービス一覧 

紙媒体   1部 

電子媒体  1部 

テスト 

 

テスト計画書 

テスト仕様書兼成績書 

適合性確認書 

紙媒体   １部 

電子媒体  １部 

運用 
運用マニュアル 

操作マニュアル 

紙媒体   １部 

電子媒体  １部 
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（１） ガバメントクラウド 

原則、ガバメントクラウドを利用することし、ＣＳＰはＡＷＳ、利用方式は共同利用方式とすること。

それ以外の環境を提案する場合は、システム構成、提案理由、有効性等について回答すること。 

なお、本業務を受託した事業者に、ガバメントクラウド運用管理補助者を委託する前提である。 

（２） ガバメントクラウド接続ネットワーク 

ガバメントクラウド接続ネットワークはＬＧＣＳとする。ガバメントクラウド上に構築されたネットワ

ーク接続環境と接続設定すること。 

（３） 庁内データ連携環境(オブジェクトストレージ) 

各システム間のデータ連携は、原則ファイル連携とし、本市で用意する庁内データ連携環境（ガバメン

トクラウド上に構築するオブジェクトストレージ）を利用すること。 

（４） クライアント端末・周辺機器要件 

提供するシステムは、Windows11の端末において、標準ブラウザで操作できること。なお、本業務では、

クライアント端末・周辺機器等のハードウェアについては、一般的な汎用品を想定しているため、調達の

対象外とする。提供システムにおいて、指定するクライアント端末・周辺機器等がある場合は、漏れなく

提案すること。 

 

５．２ 機能・帳票要件 

選挙人名簿管理システム標準仕様書の機能帳票要件のとおり。適合基準日が令和 9 年 4 月 1 日の実装必

須機能要件を満たすこと。経過措置を適用する機能・帳票要件がある場合は、その旨を回答すること。 

 

５．３ データ要件・連携要件 

選挙人名簿管理（サブユニット：共通、選挙人名簿管理、期日前・不在者投票管理）のデータ要件・連携

要件標準仕様書のとおり。適合基準日が令和 8 年 4 月 1 日の実装必須機能要件を満たすこと。経過措置を

適用する場合は、その旨を回答すること。 

住民基本台帳と選挙人名簿管理のデータ連携は、原則、ファイル連携とし、データ要件・連携要件の各論

版数は、住民基本台帳は第 3.1版、選挙人名簿管理は第 3.1版（全体バージョン第 4.0版）とする。なお、

各論の版数について、変更が必要な場合は、連携先システムの事業者と事業者間協議で検討・決定すること。 

 

５．４ 非機能要件 

地方公共団体情報システム非機能要件の標準のとおり。選択レベルを変更する場合は、変更後の選択レベ

ルと変更理由を回答すること。 

 

５．５ 規模要件 

（１） 利用規模 

サブユニット 利用端末台数 

選挙人名簿管理 ３台 

期日前・不在者投票管理 ３６台 

在外選挙人名簿管理 １台 

（２） データ量 

 諸元 

人口（令和7年 11月 1日時点） 259，000人 

世帯数（令和7年 11月 1日時点） 135，853世帯 

選挙人名簿登録者数（令和7年9月 1日時点） 227，691人 
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６ 提案に係る前提条件 

６．１ システム要件 

各システム要件については、デジタル庁、各省庁がホームページで公開している各種標準仕様書、関連資

料等を確認し、回答すること。 

 

６．２ 標準化基準の適合性確認 

標準準拠システムの適合性の確認は、「地方公共団体情報システム標準基本方針」に定められているとお

り、本市が実施する。提供システムの適合性を確認できるよう、受託事業者は、機能ＩＤ単位に確認できる

適合性確認書の提供及び確認作業の支援を行うこと。 

 

6．3 システム環境 

既にガバメントクラウド（ＡＷＳ）上にネットワーク接続環境を構築済みのため、ガバメントクラウドの

ＣＳＰはＡＷＳとし、接続ネットワークはＬＧＷＡＮ及びＬＧＣＳとする。それ以外の構成を提案する場合

は、システム構成、提案理由、有効性等について回答すること。 

 

6．4 システム利用場所(期日前投票所) 

青森市役所駅前庁舎（青森市新町一丁目３－７）        

青森市役所浪岡庁舎（青森市浪岡大字浪岡字稲村１０１－１）  

西部市民センター(青森市大字新城字平岡１６３－２２) 

イオン青森店（青森市緑三丁目９－２） 

ラ・セラ東バイパスショッピングセンター（青森市八重田四丁目２－１） 

※期日前投票所及びガバメントクラウドとの通信は既存のネットワークを使用する。 

 

６．5 データ移行要件 

・現行システムからのデータ抽出は、現行システム保守事業者にて行う。 

・移行データの形式等については現行ベンダーを含めた協議の上、決定する。 

 

６．6 ソフトウェアの取扱い 

提供システム環境構築・移行期間において、必要となるソフトウェアの費用（ライセンス料等）は、本業

務の委託料に含めること。 

 

6.7 運用・保守 

運用・保守については本業務の完了後に本業務の受託事業者と別途契約を行う。 

（１） ガバメントクラウド運用管理補助者作業 

ガバメントクラウド利用権付与・運用管理委託規約に基づき、適切な運用管理をすること。 

（２） その他必要となる運用保守作業  

円滑なシステムの稼働を確保するために必要な運用監視、変更等の保守管理作業を行うこと。なお、大幅

な制度改正等による大規模なシステムの改修以外は、バージョンアップ等を含め、原則通常の保守として、

別途経費を要することなく行うこと。 

（３） サポート体制 

①保守業務の受付時間は、本庁開庁日の８時３０分から１８時までを基本とする。   

②障害発生時等、緊急の場合に即座に対応できるサポート体制を用意すること。 
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７ その他 

（１） 本業務従事により知り得た情報については、業務履行中・完了後に関わらず他に漏らしてはならず、守秘するこ

とを求める。また、本業務を第三者に再委託することが認められた場合は、第三者も同様の義務を負うものとす

る。 

（２） 受託者は、本業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び青森市個

人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年青森市条例第１号）に定めるもののほか、個人情報の保護に関

する委託者の施策に留意しつつ、本業務に係る個人情報の保護について、細心の注意を払い処理すること。 

（３） 本業務を遂行するに当たり、関係法令等を遵守して実施すること。 

（４） その他本要求仕様書に明記されていない事項又は解釈に疑義のある事項については、本市と協議すること。 


